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開 会

○石川企画課長 それでは、出席予定の方でまだお席へ着いていらっしゃらない方もいら

っしゃいますが、予定の時間を過ぎましたので、ただいまから第19回企画部会を開催した

いと思います。

初めに委員の出席の状況につきまして御報告を申し上げます。

水産政策審議会令第８条第１項の規定に基づきまして、審議会の定足数は過半数とされ

ております。本日は、御出席されております委員の方が６名いらっしゃいますので、過半

数となってございます。

また、特別委員の方につきましては、現在３名の方が御出席でございます。なお後で御

出席される方がいらっしゃるかもしれませんが、適法に成立していることを御報告申し上

げます。

次に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。資料１から４まで、お手元の資

料の中に第19回企画部会資料一覧と書いてございます資料が入っているかと思いますが、

御確認いただきたいと思います。足りないようでしたら事務局にお申しつけください。

それでは、開会に当たりまして佐藤漁政部長からごあいさつを申し上げます。

○佐藤漁政部長 ただいま御紹介いただきました漁政部長の佐藤でございます。委員の皆

様には、大変お忙しい中この会議に御出席をいただきまして、ありがとうございます。ま

た、常日頃から水産関係の政策にいろいろ御協力、御理解をいただいていますことを、重

ねて御礼申し上げます。

水産関係の政策につきましては、本年３月に新しい「水産基本計画」が策定されたわけ

でございますが、現在、この計画に沿いまして、きちっとした工程管理のもとで水産資源

の回復・管理に取り組んでおりますとともに、漁船漁業の構造改革の推進ですとか、ある

いは新しい経営安定対策の導入、こういったものを始めとします水産施策の改革に取り組

んでいるところでございます。

ただ、こうした施策を広く国民に分かりやすく伝えていくということが政府の使命だと

私どもは考えております。本日のこの会議におきまして御検討を賜ります「水産白書」は、

こういった観点から我が国水産業の動向とか施策といった問題につきまして記述するもの

でございまして、国民の理解を得ながら政府が水産関係施策を展開していく上で非常に重
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要な意義を持っているというふうに私どもは考えております。

昨年度の白書につきましては、我が国において現在進行しています魚離れですとか、世

界的な水産物需要の拡大といったタイムリーな問題につきまして特集を組んだわけでござ

いまして、これを公表しましたところ、テレビあるいは新聞等でもかなり大きく取り上げ

られまして、注目を集めたわけでございます。本年度の白書につきましても、昨年度に負

けないようなタイムリーなテーマを選びまして、より分かりやすく国民に伝えてまいりた

いと考えておりますので、ぜひ皆様方の御協力をお願いしたいと思います。

それから、従来、水産白書につきましては施策部会の中で御審議を賜ってまいりました

わけでございますが、先ほど審議会の中で組織関係、若干変更点、了承を賜りましたが、

本年度より、この企画部会と従来の施策部会を統合しまして、企画部会の中で白書の問題

について御議論をいただくという形に変更しております。委員あるいは特別委員の皆様に

は、限られた時間ではございますが、ぜひ忌憚のない御意見を賜りまして、審議の方をよ

ろしくお願いしたいと思います。

簡単ではございますが、会議の冒頭に当たりましてのごあいさつといたします。今日は

どうもありがとうございました。

○石川企画課長 それでは、本日は委員の改選後初めての部会でございます。私から、資

料１として企画部会委員、企画部会特別委員の名簿がつけてございますが、これに基づき

まして委員の御紹介をさせていただきたいと思います。

まず、秋岡委員は、この部会には欠席でございます。

共同通信の石井委員でございます。

井上委員も本日は御欠席でございます。

中田委員でございます。

長谷川委員でございます。

宮原委員でございます。

山内委員でございます。

山本委員でございます。

なお、婁委員は本日御欠席でございます。

それから特別委員でございますが、古川委員におかれましては、席はつくってございま

すが、先ほど所用でお帰りになったということで、本日は御欠席でございます。

越川委員でございます。
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近藤委員でございます。

島貫委員でございます。

西山委員と濱田委員におかれましては、本日は御欠席と伺っております。

以上、委員の御紹介でございますが、続きまして本日出席しております水産庁の幹部を

紹介させていただきます。

あちらから順に紹介させていただきますと、増殖推進部長の重でございます。

先ほどごあいさつしました佐藤漁政部長でございます。

私は企画課長の石川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

議 事

（協議事項）

① 部会長の選任について

○石川企画課長 それでは議事に入らせていただきたいと思いますが、最初の議題は部会

長の選任ということでございます。部会長の選任につきましては、水産政策審議会令第６

条第３項の規定により、委員の互選によるということになってございます。いかがいたし

ましょうか。

宮原委員、お願いいたします。

○宮原委員 従来から、水産政策審議会の会長が企画部会、施策部会の部会長さんをされ

ておりましたので、山内会長に部会長になっていただくのがよろしいのではないかと思い

ます。

○石川企画課長 ありがとうございます。

ただいま宮原委員から、北海道大学の山内委員を部会長に御推薦する発言がございまし

たが、このほかに御発言ございますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○石川企画課長 「異議なし」のお声がございましたが、山内委員を部会長に選任という

ことでよろしゅうございますか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○石川企画課長 ありがとうございます。それでは、山内晧平委員には部会長に御就任い

ただきまして、これからの議事進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いい
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たします。

お席の移動をお願いいたします。

○山内部会長 水産政策審議会企画部会長を仰せつかりました山内でございます。今後、

委員の皆様方並びに水産庁の事務局の御協力をいただきまして円滑に議事を進めてまいり

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

② 部会長代理の指名について

○山内部会長 それでは議事を再開いたします。

次の議題は部会長代理の指名でございますが、水産政策審議会令第６条第５項の規定に

よりますと、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を

代理することとなっております。つきましては、私から、共同通信社の石井勇人委員に部

会長代理をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内部会長 それでは、よろしくお願いいたします。

③ 地球環境問題への対応の強化について

○山内部会長 それでは、議題の３番目、地球環境問題への対応の強化についてですが、

対応の強化につきまして地球環境小委員会を設置する予定でございます。このことにつき

まして事務局から説明をお願いできますでしょうか。

○石川企画課長 資料２をごらんいただきたいと思います 「地球環境問題への対応の強。

化について」ということで資料を出させていただいております。

委員の皆様には先ほど本審議会でも御説明させていただいておりますが、ここにござい

ますとおり、地球環境問題への取り組みの強化ということで、今後の京都議定書の第２約

束期間に向けました議論につきまして、省を挙げて、農林水産業一体的に検討を行ってい

く必要があるということでございます。水産庁におきましても、漁船の省エネルギー対策

が重要な柱の１つと位置づけられておりますとともに、地球温暖化がもたらす水産生態系

への影響予測などにつきましても対応していく必要があると考えております。このため、

小委員会を設けて農水省全体で取り組むということでございます。



- 4 -

以上でございます。

○山内部会長 ありがとうございました。

ただいま事務局から説明がございましたけれども、地球環境問題について省を挙げて取

り組んでいくため、小委員会の立ち上げとのことでございますけれども、何か御意見ござ

いますでしょうか。

特にございませんか。

それでは、特に御異議がないようですので、小委員会の設置について了承するというこ

とでよろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内部会長 どうもありがとうございます。

それでは、小委員会のメンバーでございますけれども、現在「地球環境問題に関する有

識者会議」メンバーでございます中田英昭委員、櫻本和美委員、福島哲男委員と、特別委

員を１名加えました４名を考えておりますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内部会長 ありがとうございます。

なお、特別委員の１名についてでございますけれども、私、部会長に一任させていただ

ければありがたいんですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内部会長 それではそのようにさせていただきます。

また、委員長には中田委員にお願いしたいと考えております。よろしいでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○山内部会長 よろしくお願いいたします。

小委員会が開かれました都度、その議事録は報告させていただくことにしていますので、

よろしくお願いいたします。

④ 平成１９年度水産白書について

○山内部会長 それでは、議題の４番目、平成19年度水産白書についてでございますけれ

、 、ども 「平成19年度水産白書作成方針等について」という資料が配付されておりますので
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この資料につきまして事務局より説明をお願いしたいと思います。

○石川企画課長 資料４の「平成19年度水産白書の作成方針等について（案 」に基づき）

まして御説明をさせていただきたいと思います。

「水産白書」につきましては、御存じの先生もいらっしゃるかと思いますが、水産基本

法に基づき、政府は毎年、国会に、水産の動向、講じた施策に関する報告、それから講じ

ようとする施策を明らかにした文書を提出するということで、動向編、それから、講じた

施策、講じようとする施策の３編になりますが、これを総称して「水産白書」と申してお

りますが、これを報告することになっているところでございます。参照情報をつけたとお

りでございます。

平成20年度の水産施策（講じようとする施策）の作成についてでございますが 「講じ、

ようとする施策」につきましては、政府として、水産施策の次年度の取組方針を明らかに

するものでございます。今年の３月に閣議決定されました「水産基本計画」に基づいて総

合的・計画的な推進を図ることになっておりまして 「講じようとする施策」につきまし、

ては、基本計画に即した年度ごとの施策の実施方針という性格を持っております。

こうした点を踏まえ、構成については基本計画に準じたものといたしまして、基本計画

に基づく施策の実施状況・実施方針を国会あるいは国民の皆様に分かりやすく示すという

観点で、予算や法律として次年度に具体化されるものについては、可能な限り盛り込むと

いうこと、２点目といたしまして、基本計画において基本的な施策の方向が明らかになっ

ているものにつきましては、具体化に向けて引き続き検討を要するものについては、検討

の方向と手法を記述すること、それから、３点目といたしまして、政府全体で推進してい

く観点で、農林水産省だけではなく、関係省庁が取り組むこととしております水産に関す

る施策も記述するという方針でまとめたいということでございます。

また、水産物の安全・安心面での対策、資源の適切な保存・管理、漁業経営の再生、多

面的機能の維持増進といった直面している課題につきましても、具体的な対応方向が分か

りやすく示せるように工夫をしていきたいと思っております。

２ページ目をごらんいただきたいと思います。19年度の水産の動向、動向編と言ってお

りますが、これの作成についてでございますが、施策を展開していく上で、その必要性に

つきまして国民の皆さんの理解と支持を得ることが不可欠でございます 「水産の動向」。

を通じて、水産の実態や施策の必要性を正しく理解してもらうことが重要だと考えており

まして、このため、実は平成13年度以降の水産白書につきましては、冒頭に「トピックス
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～水産この１年～」というコーナーを設けまして、１年間に生じた水産をめぐる大きな動

きを紹介いたしますとともに、特集テーマというのを設けまして、特定のテーマについて

やや掘り下げた分析を行っております。全体的に簡潔で平易な記述に心がけて、写真・図

表、脚注などを可能な限り用いて、分かりやすい内容とするように努めております。

19年度においても引き続きこういった考え方に立ちまして、昨年度に準じた構成を念頭

に置いて作業を進めたいと思っております。

ちなみに、次の３ページにございますが、近年の白書－動向編－で取り上げたテーマと

いうことで、新しい方から順に、18年度から13年度まで特集として取り上げたテーマを記

述してございます。昨年は 「我が国の魚食文化を守るために 、17年度が「消費者ニー、 」

ズに応える産地の挑戦」というように、消費に重きを置いたテーマを２年ほどやっており

ます。16年度は、漁業経営をとりまく環境の変化ですとか、漁村の現状と多面的機能、こ

のように年に２つのテーマを取り上げたこともございます。

作業のスケジュールでございますが、もとに戻りまして２ページに書いてございますが、

水産白書につきましては、昨年度同様、５月の中下旬に閣議決定・国会提出を目標にして

おりまして、表にございますようなスケジュールで作業を進めていきたいと思っていると

ころでございます。今後の主なスケジュールといたしましては、11月ごろ水産施策概要の

審議、20年の１月下旬ごろ水産施策（案）の諮問、３月上旬ごろ水産施策（案）の部会了

承ということで御審議をお願いしたいと思っているところでございます。また、４月中旬

ごろに水産施策の答申というような目標でこれから作業を進めていきたいと思っておりま

す。

それから、別紙で（参考資料）という紙を配らせていただいております。19年度白書の

特集テーマ候補（案）ということで、先ほど御説明いたしましたように、毎年、特集テー

マを設けて、やや掘り下げた分析を行うことになっております。過去の特集テーマは先ほ

どごらんいただいたとおりでございますが、いずれにしても基本法の「水産物の安定供給

の確保 「水産業の健全な発展」という基本理念の実現を訴えるというものでございま」、

すが、19年度白書（動向編）の特集につきましては、ここに書いてあるものだけではない

かと思いますが、ざっと５つほど案を提示させていただいております。

１番目は 「我が国の沿岸漁業・浜・魚を見つめなおして～次世代に伝えるべきことは、

何か～」ということで、最近は、先ほどごらんいただきましたように消費に重点を置いた

テーマが続いておりましたので、ここで沿岸漁業・浜・魚というところに視点を移しまし
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て、我が国周辺の水産資源を次世代に引き継ぐために必要な方策ということで、資源管理

ですとか、森・川・海を通じた環境保全／里海の保全、将来を担う就業者確保のための国、

地域、消費者の役割などにつきまして、諸外国の取り組みとも比較しながら記述をしてい

ってはどうかと考えてございます。

２点目は 「我が国沿岸域の利用と管理～その歴史を振り返って～」ということで、こ、

れも「沿岸」という視点を持っているわけでございますが、やや歴史を振り返ってやって

いくということで、世界有数の漁場を有し、海の恵みを享受してきた日本人の水産物との

かかわりですとか、水産資源の保存・管理が漁業集落の存立にも影響してきた。こういっ

た有史以来の歴史を、それぞれポイントを振り返りまして今後の展望を探るということで

はどうかということでございます。

、 、３点目はちょっと１、２とは趣を変えておりますが 「日本人とマグロ」ということで

ややトピック的なテーマでございますが、イワシと並ぶ国民的な水産物であるマグロと日

本人のかかわりを紹介して、日本周辺のマグロ資源を含め、資源状況の悪化が懸念される

マグロ資源の現況と資源管理の取組状況、養殖マグロの現状について記述することで水産

資源の保存・管理の意義を問うということでございます。

４点目は 「我が国の豊かな里海を守るために」ということで、１のテーマの説明のと、

ころでも「里海」という言葉を使っておりますが、長い年月をかけて海と人のかかわりの

中で育まれてきました我が国独自の里海文化について記述して、漁業者を中心としたＮＰ

Ｏなどによる再生の取組事例などを紹介しながら再生方策を記述することではどうかとい

う案でございます。

５番目の案といたしましては 「日本の周辺／沿岸域の水産資源を見つめ直して」とい、

うことで、～Ｄiscover Ｊapan's Ｆish！～と英語で副題をつけてございますが、日本周

辺を含む北西太平洋は世界で最も生産性の高い水域と言われておりますが、日本市場は外

国産の水産物であふれている。もう一度、身近な魚の利用を見つめ直して、魚の獲り方、

利用の仕方を含めた管理の仕方・工夫ができないかというような視点ではどうかというこ

とで、５つほど案を出させていただいておりますので、委員の皆様からも御議論をいただ

ければありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○山内部会長 ありがとうございました。

本日委員の先生方に御審議いただきたいのは、今御説明していただきました水産白書の

作成方針でございます。特に、特集テーマについて御提案をいただくことが中心になろう
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かと考えておりますけれども、その前に、まず作成方針全般について、御質問を含めて御

発言をいただけたらありがたいと考えております。作成方針全般について検討した後、特

集テーマに移りたいと考えております。まず作成方針全般について、御意見とかございま

すでしょうか。

近藤特別委員、お願いします。

○近藤特別委員 海員組合の近藤でございます。

作成方針、資料４の２の(2）③ですけど 「政府全体で推進していく観点から、関係省、

庁が取り組むこととしている水産に関する施策も記述することとする 」となっているわ。

けですけれども、実は、７月20日に施行された海洋基本法の中に、我が国周辺の資源調査

・管理・開発、この中身に関連する部分が相当出てきております。まさしく関係省庁全体

で海洋基本法を取りまとめていくわけですし、来年３月ですか、基本計画がまとめられる

と思いますけれども、この辺の兼ね合いについても、関連性のある部分についてはここに

盛っていくという理解でよろしいのでしょうか。

○山内部会長 どうぞ。

○石川企画課長 近藤委員から御発言がございましたとおり、去る７月20日に海洋基本法

が施行されまして、政府におきましても、冬柴国務大臣をヘッドといたします海洋基本法

の対策本部が設立されまして、各省から集まった事務局が発足しているところでございま

す。先ほど御発言がありましたとおり、来年の３月ごろ新たな基本計画を立てるために、

今後作業に入っていくということでございます。

海洋基本法につきましては、御承知のとおり水産に関係する規定も盛り込まれていると

ころでございますので、ぜひ基本計画の中にも水産関係施策をいろいろな形で盛り込んで

いくべく、これから調整をしていきたいと思っているところでございます。

当然、来年度の水産白書におきましても、今お話がございましたとおり、政府全体の動

きといたしまして、記述できるものにつきましては盛り込んでいきたいと思っております。

○山内部会長 よろしいでしょうか。

○近藤特別委員 はい。

○山内部会長 そのほかございますでしょうか。

島貫委員、お願いします。

○島貫特別委員 レジメにとじられてあるとおり、今年ほど水産白書が話題になった年は

なかったと思います。18年度の水産白書は、非常に時宜を得たテーマで、分かりやすく、
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教材になり得るような内容でした。ということで、我が社、我が業界でも多数仕入れまし

て、教科書のように使って、啓蒙といいますか、食文化ということについて改めて勉強を

し直しました。

ところで、こうして見ますと、その内容は「競り負け」だとか 「魚離れ」だとか、表、

現方法の問題だとは思いますが、先ほどの分科会でもお話しがあったように、いわゆる

「食育」だとか 「バランスのよい食事」など、国民に対する指針・啓蒙という点から、、

もう少し前向きの発表の仕方がないものかと考えます。その辺のことも検討して頂ければ、

消費者に対するアピール強化になるのではないかと思います。

とにかく、非常に話題豊富な内容であったと評価はできると思います。以上です。

○山内部会長 企画課長、お願いします。

○石川企画課長 御評価いただきましてありがとうございます。

今年の白書につきましては、今御案内がございましたとおり、資料３で各紙報道・論評

ということでつけさせていただいておりますけれども、かなりマスコミにも取り上げてい

ただいております。

私どもの気持ちといたしましては、水産基本計画に基づいて自給率の向上なども図って

いく、また、食育などを含めて、できるだけ魚食の普及を図っていくということをねらい

として書いているわけでございますけれども、いろいろな分析の中で、日本が諸外国から

思うように輸入ができなくなってきつつある現状があることですとか、魚の消費が減って

いるということに触れた中で 「競り負け」ですとか、そういった言葉が、それだけピッ、

クアップされて取り扱われたというような部分もあろうかと思います。

気持ちとしては、我々としては、先ほど申し上げましたとおり、全体の魚の消費をふや

すとともに、自給率の向上を目指していくという観点で今年の白書もつくっていきたいと

思っておりますので、御指摘を踏まえて、記述には注意をしていきたいと思っております。

○山内部会長 そのほか、いかがでしょうか。

よろしいですか。

今日のところはこれだけにしておきたいと思います。実際に案が出てきたときに、また

活発な御意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次に特集テーマについて検討していただきたいと思いますが、先ほど企画課

長から御説明がありましたように、19年度白書の特集テーマの候補（案）が５つほど出て

おります。このことについて皆さん方の御意見をお聞かせ願いたいと思います。
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宮原委員、お願いします。

○宮原委員 私は、この５つのテーマの中では４番目の「我が国の豊かな里海を守るため

に」というテーマが、先ほど島貫会長さんのお話にもあったように、去年がちょっと消極

的だったという感じもなきにしもあらずということでございますので、里海の再生という

ことが書いてあって、水産業の持続的発展ということから考えますと、里海を守っていく

というのは非常に大きな役割が期待できると思っておりますし、また 「里海」という言、

葉が最近いろいろなところで取りざたされておりますし 「もったいない」とか 「つな、 、

み」とか、世界共通語になりかかっているという話も聞いておりますので、里海というも

のをテーマにしていただいて 「里海」の概念をはっきりして、これを守っていくことが、

水産業の持続的発展に資するんだという観点で捉えていただくのがタイムリーではないか

なと考えております。よろしくお願い申し上げます。

○山内部会長 そのほかに、いかがでしょうか。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 私も宮原委員に賛成なんですけれども、もう少し視野を広げていただいて、

先ほど地球環境問題というお話がございましたけれども、消費者にとって海というのは農

業以上に、もうひとつ遠いんですね。距離的にも遠いところがありますので、今かなり環

境問題について関心が高まっておりますし、そういう活動をなさっていらっしゃる方もた

くさんいますので、そういう方々を応援団につけるためにも、もう少し広い観点から、地

球環境問題というところに視野を広げて、海の持続可能性、漁業の持続可能性というとこ

ろで展開していただけたら、学校なんかの環境学習の資料にも使えるようなものにしてい

ただけたらいいかなと思います。

それから、それだけではなくて、それが私たちの食生活にいかにかかわるのかというと

ころに最後は落としてほしいと思うんですけれども、そうしますと、海の資源がどうなっ

ていて、沿岸漁業がどういう状況になっていて、例えば養殖がふえているとか、養殖って

どういうものなのかというのも少し入れてほしいと思いますし、余り幅広になってもしょ

うがないんですけれども 「環境」という視点を軸に置いて書いていただくと使いやすい、

のかなと考えます。

○山内部会長 そのほか、いかがですか。

山本委員、お願いします。

○山本委員 私は、５番目のＤiscover Ｊapan's Ｆish！ですか、これが、非常に広い水
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域、世界第６番目のＥＥＺを持っているわけですから、そこでどんなものがあって、どう

いうことをやったらまだまだ日本の水産が発展できるということと、あわせて、見つめ直

すという面で技術の継承、いろいろな水産方法、昔あったけど今は廃ったとか、そんなも

のの見直しを図りながら、これだけ大きな水域を持っているわけですから、日本はこんな

にリッチなのよということを国民に知らしめるのも１つの方法かなと思いますので、５番

目がいいのかなと思っております。以上です。

○山内部会長 ありがとうございます。

そのほか、いかがでしょうか。

石井委員、何かございますか。

○石井委員 まだ、初会合で、まとまっていないんですが、消費者の観点から見ると、食

べているうちの３割ないし４割は輸入品であるわけなので、もう少し海外事情とか、輸入

のものがどうなっているかというのは、項目を立てろということではなくて、どこかで触

れられたらいいなと思います。

○山内部会長 どうもありがとうございます。

そのほか、いかがですか。

越川特別委員、何かございますか。

○越川特別委員 私も今日初めてで、まとまっていないんですが、５番目のタイトルが一

番いいのかなという感じがいたします。日本は基本的に水産資源に恵まれた国だと思いま

す。しかしそれが十分に利用されていない。つまり、日本人は非常に食生活にうるさい国

民でして、ちょっと魚が小さいともう食べないとか、しっぽがちょっと折れているとだめ

だとか、非常に日本人はうるさいことを言って、利用できる魚資源が、魚のえさとか、家

畜のえさとか、肥料にされたり、むだなことが随分あると思います。そういったものをも

う一度見つめ直して有効利用を図っていく。消費者啓蒙と言うと何ですけれども、そうい

う流通の仕組みも必要だと思います。

漁業の問題についていろいろここで取り上げていますけれども、漁業だけ見たのでは本

当の漁業の再生というのはできないと思います。加工とか、流通とか、販売等々、そうい

ったもの全体が、あるべき姿、魚を本当に有効に、合理的に活用できるような方法を考え

ていかなければいけない時代にきていると思うんですね。その辺のところを織り込んでい

くには、５番のテーマが適しているのかなと感じております。

○山内部会長 どうもありがとうございます。
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そのほか、いかがでしょうか。

近藤委員、お願いします。

○近藤特別委員 タイトルの１から５番まで、すべてよろしいなと私は思っていますけれ

ども、特に１番は沿岸漁業ということが柱になっているわけですけれども、今、沿岸に限

らず沖合も含めて、この書き出し 「我が国周辺の水産資源を次世代に引き継ぐために必、

要な方策」となっているわけですけど、特にこの中で、資源管理も当然重要ですし、森・

川・海を通じた環境保全、これまた重要ですし、里海の保全も重要ですが、その次の将来

を担う就業者確保のための国、地域、消費者の役割等ということで、我が国水産業全般に

わたってこれを維持存続させていくためには、就業者の確保ということが一番今重要だと

私は思っています。

きちっとした経営者がいて、船があって、資源があっても、働き手が途絶えたときには

その産業はなくなるわけですから、そういう面からいけば、水産庁としても今、漁業就業

者確保育成フェアにも相当力を入れて、それも分かりますけれども、それが実体を伴って

いるか、実効が本当に上がっているのだろうかといわれると、必ずしもそうではないと思

っています。

これは諸外国との取り組みとも比較して記述をすることになっていますので、諸外国も

どれだけの国数になるのか分かりませんけど、少なくとも先進漁業国というんですか、先

進水産国、発展途上国と比べるということにはならないと思いますけれども、少なくとも

水産業に大きなウエイトを置いている諸国との対比をしよう、それにトライしてみようと

いうことで私は今考えていますけれども、いずれにしても、日本においては沿岸、沖合、

遠洋も含めて、私どもは働く者の立場の仕事をしているわけで、そういう面からいけば、

いろいろな問題点の中でも将来を担う就業者をいかに確保するか、このことについてどれ

だけ国が対応していっていただけるのか。

私どもは労働組合ですから、できるだけのことはやっています。全国の組織を含めて、

日常執行活動の中でも、一人でも多くの船員を確保するための手だてを講じていますけど、

それにも限界があります。したがって、いろいろな問題があるにしても、労働者確保の問

題については本腰を入れて国として対応していってもらわないと困るなと常々感じており

ます。したがって、特に諸外国の取り組みとの比較の中では、できるだけ多くの材料を取

り入れていただいて、私どももこれは参考にしたいなと思っていますので、その辺、よろ

しくお願いいたします。
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○山内部会長 どうもありがとうございました。

中田委員、お願いします。

○中田委員 私も同じようなことを感じていますけど、タイトルでいうと１番、２番、４

番というのは共通したところがあるように思います 「里海」というのが１つのキーワー。

ドで、過去をきちっと振り返りながら、未来に向けてどういうメッセージを発信していく

のか、あるいは地域の問題を地球の問題にどういうふうに広げていくのか、そういうとこ

ろをしっかり考えていくと、共通するテーマが出てくるように思います。それは魅力的な

特集のタイトルになるかなという感じがします。

もう１つ、５番というのも非常に重要な問題だと思うんですが、先ほども出ておりまし

たけれども、水産資源を見つめ直すというだけではなくて、環境の保全、資源の育成、水

産物の加工・流通までを含めた一体化した、これからの漁業のあり方を考えるというよう

な視点が非常に重要かなと思います。そういう意味では、環境保全型、あるいは海の生態

系保全型の漁業のこれからのあり方を考えていくというような方向性が全体に共通するも

のとしてあるのかなという感じがいたします。そこら辺、検討していただければと思いま

す。

○山内部会長 どうもありがとうございました。

今の中田委員の意見が総括的なまとめのお話になったと思いますけど、環境がきちっと

守られて、そこの中で安全な、持続的に利用できるような資源がつくられていくというの

が基本にはあるだろうと思いますので、その点も含めて、皆さん方からいただいた御意見

を踏まえてどういうふうに絞っていくか、これから作業としてやっていきたいということ

で、皆さん方の御意見をいただきながら徐々にフォーカスを絞っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

今日はこういうところでよろしいですかね。

○石川企画課長 はい。

○山内部会長 貴重な意見をありがとうございました。それを参考にさせていただきたい

と思います。

以上が本日用意しました協議事項でございます。皆さん方の御協力によりまして無事終

了いたしましたけれども、この機会に委員の方々の御意見、御質問がございましたら、こ

れからの会議に生かしていきたいと思いますけれども、何かございますでしょうか。

これから何回も会議が開かれますので、そのときでも結構ですけれども、小さな会議で
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すので、忌憚ない意見をお受けしながら、いい方向に会議を持っていきたいと思いますの

で、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。

（その他）

○山内部会長 それでは、事務局から何か御連絡ございますか。

○石川企画課長 今後のこの部会のスケジュールでございますが、先ほど作成方針の資料

の中で御説明したとおりでございますが、本日いただいた御意見を踏まえて、特集テーマ

の構成（案）などについて検討資料をこれから作成いたしまして、11月下旬ごろに開催を

予定しております次の部会で御審議をお願いしたいと思っております。具体的な日時につ

きましては、後日調整をさせていただきます。

それから、その前になりますが、10月ないし11月ごろに現地調査を実施したいと考えて

おりまして、これにつきましても、後日改めて委員の皆様の御意向、御都合を伺った上で

調査地とか日程の調整をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願

いします。以上です。

○山内部会長 ありがとうございました。

次回の会議及び現地調査の日程につきましては、事務局から皆さん方に御連絡いただい

て調整していくということでございますので、何とぞよろしくお願いします。

それでは、以上をもちまして本日の企画部会を終了させていただきます。どうもありが

とうございました。

閉 会


